
議案第６号 

埼玉西部消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改

正する条例 

埼玉西部消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和５年２月６日提出 

埼玉西部消防組合管理者 藤 本 正 人     

 

 

 

 

 

 

 

提 案 理 由 

 人事院規則の一部改正に伴い、育児参加休暇の取得可能期間を延長するほか、

地方公務員の定年引上げにより定年前再任用短時間勤務の職が創設されることか

ら、所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 

  



埼玉西部消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 埼玉西部消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成２

５年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第２項第１４号中「から産後８週間」を「の日から当該出産の日以

後１年」に改める。 

第２条 埼玉西部消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を

次のように改正する。 

第２条第３項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の

６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第２項」

に、「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「１６時間を下らず、３２時

間を超えない」を「１５時間３０分を下らず、３１時間までの」に改め、同条

第４項中「３２時間を超えない」を「３１時間までの」に改める。 

第３条第１項及び第２項、第４条第２項、第１３条第１項第１号、第１５条

第２項第２１号並びに第１８条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月１日

から施行する。 

（経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３

号。以下「令和３年改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項、第

５条第２項若しくは第４項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第２項若



しくは第４項の規定により採用された職員をいう。）で令和３年改正法による

改正後の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規

定する短時間勤務の職を占めるものは、第２条の規定による改正後の埼玉西部

消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（以下「新条例」とい

う。）第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条

例の規定を適用する。 

 


